
第   号 議 案

指 定 管 理 者 の 指 定 の 件 （ 金 の 湯 ほ か ）

次 の と お り 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 244条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る

指 定 管 理 者 を 指 定 す る 。

令 和 ５ 年 ２ 月 13日 提 出

神 戸 市 長 久 元 喜 造

公 の 施 設 の 名 称 指 定 管 理 者 指 定 期 間

金 の 湯 神 戸 市 中 央 区 御 幸 通 ６ 丁 目 １ 番 12 

一 般 財 団 法 人 神 戸 観 光 局  

代 表 理 事 尾 山 基

令 和 ５ 年 ４ 月

１ 日 か ら 令 和

10年 ３ 月 31日

ま で  

銀 の 湯

理     由

 金 の 湯 等 の 指 定 管 理 者 の 指 定 を す る に 当 た り 、 議 会 の 議 決 を 経 る 必 要 が あ る た

め 。  
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